
平
成
六
年
六
月
二
十
八
日
受
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答

弁

第

七
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衆
議
院
議
員
今
村
修
君
提
出
電
力
会
社
の
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
委
託
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
一
二
九
第
七
号 

 

平
成
六
年
六
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
土 

井 

た 

か 

子 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

羽 

田 
 

孜 

 

一 

 



 

一
の
4
か
ら
7
ま
で
に
つ
い
て 

一
の
1
か
ら
3
ま
で
に
つ
い
て 

フ
ラ
ン
ス
核
燃
料
会
社
（
以
下
「
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
を
委
託
し
た
我
が
国
の
電
気

事
業
者
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
Ｃ

Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
が
我
が
国
に
返
還
し
よ
う
と
す
る
ガ
ラ
ス
固
化
体
（
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他

の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
を
ガ
ラ
ス
に
よ
り
容
器
に
固
型
化
し
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
仕
様
に
関
し

て
当
該
電
気
事
業
者
が
行
っ
た
検
討
の
結
果
に
つ
い
て
、
再
処
理
契
約
に
基
づ
き
、
通
商
産
業
省
に
対
し
て
検
討
を
依
頼
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
検
討
を
依
頼
し
た
も
の
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

通
商
産
業
省
は
、
当
該
電
気
事
業
者
が
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
か
ら
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
役
務
の
提
供
を
円
滑
に
受
け
る
た
め

に
必
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
当
該
検
討
依
頼
を
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
依
頼
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て

は
、
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
管
理
等
に
係
る
安
全
確
保
に
係
る
知
見
を
有
す
る
科
学
技
術
庁
が
行
え
ば
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
、

通
商
産
業
省
は
御
質
問
に
あ
る
よ
う
な
承
認
は
行
っ
て
い
な
い
。 

衆
議
院
議
員
今
村
修
君
提
出
電
力
会
社
の
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
委
託
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

電
気
事
業
者
と
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
（
以
下
「
動
燃
」
と
い
う
。
）
と
の
再
処
理
委
託
契
約
量
は
、
約
八
百
ト

ン
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

電
気
事
業
者
と
英
国
核
燃
料
会
社
（
以
下
「
Ｂ
Ｎ
Ｆ
Ｌ
」
と
い
う
。
）
と
の
ガ
ス
炉
燃
料
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
量
は

約
千
五
百
十
ト
ン
で
あ
り
、
電
気
事
業
者
と
Ｂ
Ｎ
Ｆ
Ｌ
と
の
軽
水
炉
燃
料
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
量
は
約
二
千
六
百
七
十

ト
ン
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

電
気
事
業
者
と
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
と
の
再
処
理
工
場
Ｕ
Ｐ
―
2
（
以
下
「
Ｕ
Ｐ
―
2
」
と
い
う
。
）
に
係
る
再
処
理
委
託
契

約
量
は
約
百
五
十
ト
ン
で
あ
り
、
電
気
事
業
者
と
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
と
の
再
処
理
工
場
Ｕ
Ｐ
―
3
（
以
下
「
Ｕ
Ｐ
―
3
」
と
い

う
。
）
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
量
は
約
二
千
七
百
七
十
ト
ン
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
追
加
の
契
約
の
予
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
追
加
の
契
約
の
予
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

四 

 



 

二
の
5
の
③
に
つ
い
て 

二
の
5
の
②
に
つ
い
て 

二
の
5
の
①
に
つ
い
て 

二
の
4
及
び
二
の
5
の
⑤
に
つ
い
て 

電
気
事
業
者
と
Ｂ
Ｎ
Ｆ
Ｌ
と
の
ガ
ス
炉
燃
料
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
に
関
し
、
当
時
の
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十

四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
最
初
の
許
可
申
請
に
係
る
許
可
申
請
日
は
昭
和
四
十

三
年
三
月
十
五
日
で
あ
り
、
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
日
は
昭
和
四
十
三
年
四
月
二
十
三
日
で
あ
る
。 

電
気
事
業
者
と
Ｂ
Ｎ
Ｆ
Ｌ
と
の
軽
水
炉
燃
料
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
に
関
し
、
当
時
の
輸
出
貿
易
管
理
令
第
二
条
第
一

項
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
最
初
の
許
可
申
請
に
係
る
許
可
申
請
日
は
昭
和
四
十
六
年
六
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
通
商
産
業
大

臣
の
許
可
日
は
昭
和
四
十
六
年
七
月
十
六
日
で
あ
る
。 

電
気
事
業
者
と
動
燃
と
の
再
処
理
委
託
契
約
締
結
に
関
し
て
は
、
法
令
、
条
約
、
協
定
に
基
づ
く
許
可
は
必
要
と
さ
れ
て

い
な
い
。 

ま
た
、
追
加
の
契
約
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



 

二
の
7
に
つ
い
て 

二
の
6
に
つ
い
て 

二
の
5
の
④
に
つ
い
て 

電
気
事
業
者
と
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
と
の
Ｕ
Ｐ
―
3
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
に
関
し
、
当
時
の
輸
出
貿
易
管
理
令
第
二
条
第

一
項
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
最
初
の
許
可
申
請
に
係
る
許
可
申
請
日
は
昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
通
商
産
業

大
臣
の
許
可
日
は
昭
和
五
十
二
年
六
月
二
十
二
日
で
あ
る
。 

電
気
事
業
者
と
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
と
の
Ｕ
Ｐ
―
2
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
に
関
し
、
当
時
の
輸
出
貿
易
管
理
令
第
二
条
第

一
項
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
最
初
の
許
可
申
請
に
係
る
許
可
申
請
日
は
昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
通
商
産
業

大
臣
の
許
可
日
は
昭
和
五
十
二
年
六
月
二
十
二
日
で
あ
る
。 

Ｕ
Ｐ
―

2
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
に
つ
い
て
は
廃
棄
物
を
日
本
に
返
還
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
選
択
権
が
日
本
側
に 

 
 

 
 

あ
り
、
Ｕ
Ｐ
―
3
に
係
る
再
処
理
委
託
契
約
に
つ
い
て
は
廃
棄
物
を
日
本
に
返
還
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
選
択
権
が
フ
ラ 

ガ
ス
炉
燃
料
の
再
処
理
委
託
契
約
と
軽
水
炉
燃
料
の
再
処
理
委
託
契
約
と
で
は
廃
棄
物
返
還
に
関
し
て
特
段
の
違
い
は
な

い
と
承
知
し
て
い
る
。 

六 

 



 

三
の
3
及
び
4
に
つ
い
て 

三
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

二
の
8
に
つ
い
て 

平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
電
気
事
業
者
の
使
用
済
核
燃
料
再
処
理
引
当
金
の
目
的
使
用
額
の
累
計
は
約
二
千
三
百

三
十
九
億
五
千
九
百
万
円
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
再
処
理
量
は
約
千
七
百
二
十
ト
ン
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま 

 

た
、
目
的
使
用
額
の
累
計
の
う
ち
残
滓し

処
理
に
係
る
額
は
す
べ
て
英
国
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
固
化
に
要
す
る
額
で
約
一
億
四
千

五
百
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
残
滓し

処
理
が
行
わ
れ
た
使
用
済
燃
料
数
量
は
約
十
ト
ン
で
、
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
本
数

で
は
約
一
本
程
度
と
承
知
し
て
い
る
。 

ン
ス
側
に
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

及
び
外
国
為
替
管
理
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
の
規
制
対
象
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
法
令
に
基
づ
く

通
商
産
業
大
臣
の
許
可
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。 

電
気
事
業
者
の
使
用
済
核
燃
料
再
処
理
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
使
用
済
核
燃
料
再
処
理
引
当
金
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五 

ガ
ラ
ス
固
化
体
残
滓し

仕
様
に
つ
い
て
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
） 

七 

 



 

 

八 

十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
一
号
）
に
基
づ
き
各
事
業
年
度
取
崩
し
を
行
っ
て
お
り
、
目
的
使
用
に
よ
ら
な
い
で
会
計
処

理
さ
れ
た
も
の
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

 


